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（１２）行方不明者緊急捜索            

事前準備 

及び 

予防対策 

○ 年度当初、担任は、登下校ルート及び利用する関係交通機関等について確認する。 

○ 児童生徒本人及び保護者（または緊急連絡先）の電話番号を定期に確認する。 

○ 外出する際は複数で児童生徒の把握を行い、常に連絡できるよう携帯電話を携行する。 

○ 年度初めに、敷地内、近隣、及び広域における捜索マップ（エリア）を作成・確認する。 

 

＜定義＞ 行方不明者＝授業時間に所在の確認ができない幼児児童生徒。また、登下校・帰省・帰舎予定時刻を超

過し、且つ本人との連絡が不通の状況にある児童生徒。  

 

 

①  発見者は学部主事に状況を伝え、校内放送で全職員に伝える。 

各職員は、【Ａ】【Ｂ】【Ｃ】班に応じて準備を始める。 

② 【Ａ】管理職へ連絡し、指示を仰ぐ。併せて寄宿舎職員への協力を依頼する。 

寄宿舎職員は寄宿舎周辺の捜索にあたる。 

③ 【Ａ】保護者への状況説明及び意思確認（捜索or１１０番）を行う。 

併せて、本人への連絡を継続するよう依頼する。（※１） 

 

④ 【Ａ】時系列板書（職員室内）・緊急連絡網・ 

捜索カード・マップの準備 

保護者への連絡（状況報告、情報交換） 

  【Ｂ】在校生対応（通常業務継続） 

          【Ｃ】一次捜索（校内及び学校敷地内） 

 

⑤ 捜索にあたって 

         ア 携帯電話は必ず所持する。※本部職員番号 

         イ 本部職員へ連絡できる体制を整える。（※２） 

         ウ 捜索の継続・終了（捜索時間の区切り）は本部の指示に従う。 

 

⑥ 管理職に状況を報告し、保護者への連絡及び意思確認（近隣捜索or１１０番）を行う。 

         ア １１０番通報（※３） 

         イ 二次捜索 

 

 

 

        ⑦ 捜索にあたって（⑤参照） 

※発見後、本部へ電話連絡する（※４） 

繋がらない場合（ショートメール） 

 

 

 

        ⑧ 捜索にあたって（⑤参照） 

 

 

 

        ⑨ 本人の身柄確保 

        ⑩ 保護者へ連絡 

        ⑪ 緊急連絡網にて連絡（捜索終了） 

 

 ⑫ 本人からの聴き取り及び心のケア（または生徒指導） 

        ⑬ 校内での情報共有（全職員・児童生徒） 

行方不明者発生 

仮本部設置（職員室） 

一次捜索（校内及び学校敷地内）P14・15 参照 

管理職到着→本部設置（※指示） 

二次捜索（近隣地域） 

三次捜索（広域）or １１０番通報 

行方不明者発見 

事後対応・その他 

※２ 学校の回線をあけておくため、

校外から本部と捜索者のやりとりは

携帯電話が望ましい。 

本部職員の携帯（教頭携帯へ連絡） 

※１ 保護者への連絡及

び１１０番通報は学校の

回線を使用する。 

※３生活安全課への情報提供 

氏名、年齢、人相、体格、 

服装、発生時刻・場所、 

動機、よく行く場所、 

本人の携帯番号   他 

※４ 捜索カードの使い方 

○携帯し捜索にあたる。 

○持ち出しの際は、コピーを

取る。 

○持ち出し簿に記入し必ず持

ち帰り、使用後は破棄する。 

○捜索カードは写真側のみの

提示とする。 


